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第５３号議案 

多摩市西永山福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について 
可決すべきもの 

２ 特定事件継続調査の申し出について 了承 

 

協 議 会 

件 名 担 当 課 名 

１ 令和６年多摩市自殺者数（確定値）について 福祉総務課 

２ 生活困窮者自立相談支援事業等の実施状況について 福祉総務課 

３ 
令和６年度住民税非課税世帯物価高騰支援給付金・不足額給付金

の概要と実績について 
福祉総務課 

４ 多摩市非課税世帯等エアコン購入費助成事業の実施状況について 福祉総務課 

５ 令和６年度の生活保護相談・申請状況等について 生活福祉課 

６ 
老人福祉センター事業「多摩市総合福祉センター送迎バス」運行

内容変更の周知について 
高齢支援課 

７ 内閣府ＳＩＰ 令和７年度前半の取組について 

健幸まちづくり担当 

高齢支援課 

道路交通課 

８ 常任委員会の２年間のテーマについて ― 

９ 行政視察について ― 
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午前10時01分開議 

○きりき委員長 ただいまの出席委員は５名である。 

 定足数に達しているので、これより健康福祉常任委員会

を開会する。 

   ―――――――――――――――――――― 

○きりき委員長 本日配付された委員会及び協議会の資料

は行政資料室に所蔵している。 

 それでは、これより審査に入る。 

 本日の審査は、お手元に配付した審査案件の順序に沿っ

て進めさせていただく。 

 日程第１、第53号議案多摩市西永山福祉施設条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題とする。 

 これより市側の説明を求める。 

○伊藤健康福祉部長 それでは、ただいまの第53号議案多

摩市西永山福祉施設条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、担当の松崎福祉総務課長から説明をさせていただく。 

○松崎福祉総務課長 それでは、第53号議案多摩市西永山

福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について、条例

の改正内容のご説明をさせていただく。 

 今回改正の趣旨である。令和元年10月に西永山福祉施設

が開設されているところである。その施設内には障害福祉

事業所４施設と介護保険事業所１施設の計５施設を設けて

いるところである。使用する事業者からは、多摩市西永山

福祉施設条例第７条に基づいて使用料を徴収させていただ

いているところである。本施設については、令和元年10月

から使用期間６年とさせていただいている。本年令和７年

９月末で期間満了となるが、多摩市西永山福祉施設条例第

５条の規定に基づき、現在使用している事業者は１回に限

り最大６年を上限として使用期間を更新できるものとさせ

ていただいている。こちらの使用期間更新を踏まえて、次

期使用期間における使用料の見直しを行わせていただいた。

その結果、使用料を改正するべきと認められる状況が生じ

たため、このたび多摩市西永山福祉施設条例の一部改正を

行わせていただければと思う。 

 主な改正内容であるが、こちらは使用料である。別表第

７条関係になるが、現行使用料から障害福祉事業所に関し

ては４施設、それぞれ減額の改正を行わせていただければ

と思う。また、介護保険事業所については、増額の改正を

行わせさせていただければと思う。そちらの状況であるが、

各施設近傍同種事業所を参考にしてそれぞれの施設の利用

料を算出しているところであるが、障害福祉事業所につい

ては、近傍同種事業と今回使用料を確認したところ、マイ

ナス５％近傍同種事業とこれまでよりも金額が下がってい

ることが確認できたので、今回５％減で使用料を見直しさ

せていただければと思う。そのため、第１障害福祉サービ

ス事業施設については、現行の金額からマイナス5,100円

の減額の使用料とさせていただき、月額９万9,500円とし

たいところである。第２障害福祉サービス事業所について

は、現行からマイナス4,700円、月額９万1,100円に改正、

第３障害福祉サービス事業所については、現行からマイナ

ス6,400円、月額12万3,100円に改正、第４障害福祉サービ

ス事業施設については、現行から6,400円減額、月額12万

3,100円に改正をさせていただきたい。介護保険事業施設

については、当初、近傍に同種の事業所が存在していない

ため、異なる種別の近傍事業所を参照していたところであ

る。そのため、改めて施設機能から鑑みたときに市内の同

種事業所の賃料等を比較して算出することが好ましいと見

直しをさせていただいた。そのため、市内の近傍同種事業

所と比較した際には、増減でいうとふえるという状況にな

る。そのため、月額プラス３万7,200円の増で月額22万

3,600円に改正をさせていただければと思う。説明は以上

である。 

○きりき委員長 これより質疑に入る。質疑はあるか。橋

本委員。 

○橋本委員 では、何点か伺いたいと思う。この施設につ

いては、条例は2018年にできたがオープンは2019年だった

と思う。そしてそれから６年がたったということであるが、

最初に条例ができて後から第３条の２が加えられて多目的

室の使用というのが出てきて、それについては無料にして

いるということである。この委員会の中でも2019年、平成

30年９月議会で話し合いが行われ、一部会派からは無料に

するのは反対であるという声もあった。この多目的室は共

用施設とも言えるが、そこの利用はこの６年間どのような

状況であったのかをまず伺いたいと思う。 

○松崎福祉総務課長 現在の多目的室の利用状況であるが、

この多目的室の利用目的については、地域住民の方との交

流を促進し地域共生社会の実現に資する事業に利用してい

くことを目的とさせていただいている。そのため、開所当

初は、その直後にコロナ禍に見舞われたこともあり、当初

はごみ捨場の共同清掃や自治会との合同防災訓練など多目

的室以外での交流からスタートしたところであるが、その

後コロナ禍も過ぎ、現在は手芸や書道、介護予防運動など

地域住民との交流の場、相互理解を促進できる場として使

用させていただいているところである。使用頻度について

は、週に３回使用させていただいているところである。 

○橋本委員 これは有効に使われているという解釈でいき
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たいと思う。介護保険事業施設であるが、これは小規模多

機能で、これについてはショートステイがあると当然夜間

も使っている施設と解釈できるかと思うが、夜間の対応は

全部この背負っている介護施設がやっているのかどうかと、

警備等については委託されているのではないかと思うが、

この内容について伺う。 

○松崎福祉総務課長 最初の警備に関してであるが、機械

警備ということで委託をさせいただいている。また、小規

模多機能事業所については、その運営は日中夜間含めて事

業所の方に対応していただいているところである。 

○橋本委員 この以前から小規模多機能という形が皆に非

常に必要とされる形になってきたので、ここのところの一

定の広さで高齢期の方の介護の施設として受け入れられる

のは、非常に望まれて６年前からできていたと思う。そう

した中で、ほかの４つは障がい者の方の日中活動系のサー

ビス施設だと思うが、この施設に対しては今でも推進事業

としての補助金も出されていると解釈してよろしいのか。 

○平松障害福祉課長 今ご質問いただいた点については、

障がい者施設が４団体あるが、言われるとおり多摩市障が

い者日中活動系サービス推進事業補助金ということで、家

賃の補助を市で出させていただいているところである。 

○橋本委員 ここは障害関係４、介護１の５施設が入って

おり、もうそれ以上あそこの施設内での拡大はできないと

思うが、同じように日中活動の推進事業として補助を受け

て活動している施設は、この資料を読むと令和５年度だと

22施設になっているが、これは今でも変わらないのかにつ

いて伺う。 

○伊藤健康福祉部長 22施設の現在のところの数字は改め

て確認させていただきたいと思っているが、基本的な考え

方については、今、橋本委員が言われたとおりになる。 

○橋本委員 私は、このお金の改定については第７条に基

づくものであるという説明が今あり、そのことは理解でき

る。この条例の第５条には、先ほどの使用期間について今

回は６年で、今まで入っていたところにやりたいという意

向があれば１回の更新は問題なくそのままで済んだと思う

が、条例上は１回を限度として更新することができる、逆

を返せば12年たったらそのままではなく公募をしてまた新

しいところ、先ほどの22施設と障がい者の施設も含めて入

りたいという人がいれば当然公募になると思う。その辺の

動きと、６年前の委員会のときには公募についても利用者

の行き場がなくならないよう例外についても規則で考える

という趣旨のことを当時の部長や関係者が答弁されている。 

 これから６年先のこともあるので、本当に規則等で何か

変わったことがあるのか、今後当然12年たったところで出

ていってほしいというのはあまりにも酷だと思うが、その

辺のことについて市の考え方を伺う。 

○松崎福祉総務課長 まず現在の条例に関しては、今、委

員のお話にあったとおり、第５条では６年を超えない範囲

で１回を限定として更新ができるものとされている。した

がって、今回各施設事業者に意向を確認し、皆様方から更

新したいという事前の意向は確認しているところである。

今の条例の仕組みでは、６年後改めて公募という形になる

ような状況である。また、条例制定当時に規則で何かしら

の特例をというところであるが、現在規則ではそのような

定めはまだ実施していないところであるので、今回はまず

更新をさせていただく。今後６年の期間もあるので、１点

目の使用料金に関しては、社会情勢の変化が非常に激しい

ところでもあり、また３年後に社会情勢の動向を見ながら

一回使用料の見直しという期間も設けさせていただくので、

そういった場面場面に応じて各事業者さんのご意向、今使

用していない他の団体さんから今回使用したいというよう

な意向は市に届いていない状況であるので、周辺の事業者

の皆様の状況も含めて検討をしていきたいと思っている。 

○橋本委員 今回はこの事業所の使用料の変更であり、総

体的な条例改正ではないのでこの程度にとどめておきたい。

これから６年間の大きな課題で、今回は手を挙げている人

がいないということであるが、ほかでやっている障がい者

施設も今家賃が高騰しており、更新時期には貸してくださ

る方も上げたいという意向を持っていると聞いている。そ

うなると、この西永山福祉施設に入って活動を続けたいと

いう事業所がこの数年の間にも出るかもしれないので、ぜ

ひそうしたところで、ただ出ていけということではなく、

本当に全ての団体さんが障がい者のため、また小規模多機

能だったら介護の施設がいろいろあるが、そういうところ

が納得できるような動きをぜひしていただきたい。この間、

福祉の関係は高齢者も障がい者も皆さん横断的である。そ

の辺で検討を急いでいただきたいと思うが、その辺の意向

について伺いたいと思う。 

○伊藤健康福祉部長 大事なご指摘であると考えている。

先ほどの説明からでも、もともとこちらは地域共生社会に

資する施設を目指しているので、様々、先ほどの多目的ホ

ールを中心的に利用している団体との交流等も行っている。

当然６年後の評価という中では、そうした地域交流、団体

との交流、様々な評価の視点を組みながら、次の団体にど

のような形で入室していただくのがよいかというところ、

今お話しいただいたように、家賃高騰等もあり今後ほかの
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団体から希望が出てくる可能性も十分あるので、その辺の

ところを十分勘案しながら検討を進めていきたいと考えて

いる。 

○平松障害福祉課長 先ほど施設の数ということでご質問

いただいたところになる。今私どもで持っている数字で令

和５年度の部分は22施設であり、令和６年度については集

計中であるが、現状としては、基本的に多くのところに引

き続き使っていただいているような形になる。 

○きりき委員長 ほかに質疑はあるか。本間委員。 

○本間委員 この金額のことについて変更した理由は伺っ

たが、結局この介護保険事業施設と障害サービスの事業施

設の坪単価はそもそも最初の金額がかなり違っていたのか

と思うが、これからも違う考え方で設定していくというこ

となのか。その坪単価でどこも平均した金額で貸すという

のが普通の考え方かと思うが、介護施設ということと障害

サービスということで違っていたことの理由を教えていた

だけるか。 

○松崎福祉総務課長 当初こちらの施設について算定した

際には、今、委員が言われた坪単価というところでの使用

料の設定は実施していないところであり、各事業所の性質、

近傍同種事業所等がどのような賃料を払っているのかとい

うことで、近傍同種事業の賃料を精査しながら金額を定め

たというところが特徴としてある。そのため障害事業所と

介護事業所では差異が生じているところがある。今回障害

福祉事業所については、同様な形で近傍同種事業所との家

賃の変化ということで算定をさせていただいた。また、介

護保険事業所については、近傍同種事業所と言いながらも

少し性質の違う同じ福祉施設の比較というところがあった

ので、改めて市内の同種事業所の近傍事業所との比較で賃

料を決めさせていただいたところである。 

○本間委員 これからも介護保険施設と障害福祉サービス

の近隣の事業所とでは別の考え方で決めていくということ

なのか。 

○松崎福祉総務課長 言われるとおりである。近傍同種事

業所を比較するという視点は変わらないが、それぞれ障害

の事業所、介護の事業所ということで比較する中では、差

異が生じていくようなところである。 

○きりき委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○きりき委員長 質疑なしと認める。これをもって質疑を

終了する。 

 これより討論に入る。意見・討論はあるか。橋本委員。 

○橋本委員 第53号議案多摩市西永山福祉施設条例の一部

を改正する条例の制定について、可決の立場で討論させて

いただく。 

 この施設は、旧西永山中学校跡地を利用した永山３丁目

の都営住宅建設に合わせてつくられ、平成30年、2019年に

利用が開始されている。前年2018年には、この施設に関す

る条例が制定されている。その後一部施設を共用施設と変

えるために、第３条にその条項が付されている。今回の改

正は、この建物を使っている介護施設と障がい者の日中利

用施設４か所の利用料改正である。これについては、説明

にあったとおり整合性もあるので反対するものではない。

しかし、この第５条においては、使用できる期間を６年間、

１回の延長が認められると明記されている。入居している

介護保険事業施設も、障がい者福祉サービス事業施設も、

利用できる期間はあと６年となっている。その後について

は、今日の答弁にもあったように基本は公募という形にな

っている。それは、施設運営者だけではなく、利用してい

る高齢者、障がいを持つ方にとっても重要な問題となる。

新しい施設を探し移転すること、また今まで入れなかった

施設がここに入ってくること、どちらにしても数日では到

底準備ができないことである。ぜひこの後の６年間で納得

のできるような対応を市側も積極的に考えていただきたい

と思う。 

 以上申し上げて、この条例改正については可決の立場で

の討論とする。 

○きりき委員長 ほかに意見・討論はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○きりき委員長 意見・討論なしと認める。これをもって

討論を終了する。 

 ただいまご意見を伺ったところ、可決すべきものという

意見が１名である。よって、これより第53号議案多摩市西

永山福祉施設条例の一部を改正する条例の制定についてを

挙手により採決する。本案は可決すべきものとすることに

賛成の諸君の挙手を求める。 

（賛成者挙手） 

○きりき委員長 挙手全員である。よって、本案は可決す

べきものと決した。 

 日程第２、特定事件継続調査の申し出についてを議題と

する。 

 本件は別紙のとおり申し出ることにしたいと思う。これ

にご異議ないか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○きりき委員長 ご異議疑なしと認める。では、そのよう

にさせていただく。 
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 この際、暫時休憩する。 

午前10時24分休憩 

   ―――――――――――――――――――― 

（協 議 会） 

午前10時25分開議 

○きりき委員長 ここで協議会に切り替える。 

 では、１番、令和６年多摩市自殺者数確定値について、

市側の説明を求める。 

○松崎福祉総務課長 令和６年多摩市自殺者数（確定値）

についてである。こちらは、警察庁の自殺統計に基づいて

厚生労働省の自殺対策推進室がホームページに掲載してい

る「地域における自殺の基礎資料」において、令和６年の

全国及び多摩市の自殺者数の確定値が発表されたことから、

内容について報告をさせていただく。 

 表の１番をご覧願う。令和６年の自殺者数（確定値）、

こちらは１月から12月の人数となる。全国と多摩市を表で

記載させていただいている。全国と多摩市それぞれである

が、昨年令和５年よりは人数が減少したところである。国

は男性女性ともそれぞれ減少したところである。多摩市で

あるが、住居地22人となり、男性は12人で昨年値よりも減

少したところであるが、女性は増で、若干全国と違うよう

な様子が生じているところである。 

 ２番に全国の状況を文言で説明させていただいているが、

こちらはぜひお読みいただきたいところであるが、四角の

３つ目の児童・生徒の自殺者のところであるが、小学生15

人、中学生163人、高校生351人で、合わせて529人という

数字となったところである。こちらの数字は統計がある昭

和55年以降の過去最多という状況であり、昨年令和５年の

513人よりも数字が大きくなっているところである。 

 ３番の多摩市の状況であるが、先ほど表で申し上げたと

おり令和６年は総数22人であった。四角の２つ目に入るが、

年齢別では50歳代が最も多くなっており、次いで70歳代、

30歳代、20歳代というような状況で続いているところであ

る。多摩市の特徴としては、50歳代以上の中高年層の自殺

割合が高くなっており、こちらの層に向けたアプローチを

引き続き検討していきたいと考えている。原因・動機につ

いては複数で、皆様４つ以上の様々な要因が絡み合ってい

るような状況であるが、一番多いのは健康問題である。説

明は以上である。 

○きりき委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○きりき委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 ２番、生活困窮者自立相談支援事業等の実施状況につい

て、市側の説明を求める。 

○松崎福祉総務課長 それでは、資料をご覧願う。生活困

窮者自立相談支援事業等の実施状況について報告をさせて

いただく。 

 １しごと・くらしサポートステーションの相談状況につ

いてである。コロナ禍を経て、令和３年、令和４年と新規

相談者数は減少傾向になっている。令和６年度は188人で

あった。全体の新規相談者件数は減少しているものの、生

活保護につないだ件数にはさほど大きな減少が見られない

ところである。ただ、必要な方については必要な場所への

支援につなげていくことに引き続き取り組んでいきたいと

思う。 

 (2)相談延べ件数の推移である。こちらはアが今年度で

ある。折れ線グラフに関しては、令和６年度の状況である。

イに関しては、令和５年度が折れ線で、棒グラフが令和６

年度となっており、その年の状況が比較できるようになっ

ているが、新規相談者数が令和５年度よりも令和６年度減

少していることから、全体に数値は低くなっているところ

である。 

 続いて、２ページ目をご覧願う。(3)新規相談の内容で

ある。こちらは令和７年２月から令和７年４月までの３か

月間の相談状況を横の棒グラフとさせていただいている。

こちら傾向として変わらないところは、上から３つ目の収

入・生活費の相談が一番多い。こちらは変化があまり見ら

れないところであるが、前回の３か月間で低めだった病

気・健康・障害に関する相談が今回ふえており、あと仕事

探し・就職の項目が前回値の３か月よりも伸びているとい

うところが、この直近３か月間の様子である。また、相談

実人数に関しては、直近３か月は64人、前回その前の３か

月が33人で、相談実人数はこの時期少しふえているような

状況が見えてきている。 

 (4)住居確保給付金については、令和５年、令和６年、

令和７年の状況を折れ線グラフで記載させていただいてい

るが、令和５年よりも令和６年、住居確保給付金の申請は

トータルで少なくなったような状況である。 

 最終ページ、２【参考】として、多摩市社会福祉協議会

で実施している生活福祉資金特例貸し付けの償還状況につ

いての資料を掲載させていただいている。こちらの償還が

スタートしているところであるが、償還免除にならなかっ

た方々もおられるので、その対象者の方については、社会

福祉協議会、しごと・くらしサポートステーションと連携

しながらフォローアップを実施しているところである。説
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明は以上である。 

○きりき委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。

折戸委員。 

○折戸委員 傾向的には相談に来るということであるが、

自主的に相談に来る動機というかきっかけ、例えば自分が

相談するところをわかっている人、あるいは人から、ある

いはたま広報等、いろいろな媒体があると思うが、どうい

うところが一番多いのか。 

○松崎福祉総務課長 正確な数字は把握しておらず、私ど

もしごと・くらしサポートステーションとやり取りする中

での感覚的なところであるが、ご自身で自ら相談に来られ

る方と、あと相談機関がつなげていただく方がおおむね

半々であると受け止めているところである。 

○折戸委員 機関がそうやって知らせるということである

が、そこまではなかなか言いづらいということがあると思

う。何らかのお知らせをきちんとしていくこと、声を出し

たい、行きたいのであるがどうしてよいかわからない人を

救うようなフォローもしていただきたいと思うが、いかが

か。 

○松崎福祉総務課長 言われるとおりであり、なかなか言

いづらいというような悩みを抱えてしまう、かえって相談

しにくいといった思いを抱えてしまっている方もおられる

と思うので、まずたま広報には定期的に相談を実施してい

るということで掲載させていただいている。また、パンフ

レットも使用しているので、特に相談が寄せられそうな関

係機関についてはパンフレットを置かせていただき、その

他啓発に引き続き取り組んでいきたいと思う。 

○きりき委員長 ほかに質疑はあるか。橋本委員。 

○橋本委員 先ほどの報告でも収入・生活費のことでのご

相談が新規の方は多いという感じで受け止めるが、その前

にあった23人の方を生活保護につないだということで、こ

の数が相談者数の減り方に比して減っていないというのは、

来た方の収入が生活保護の基準内の収入で何とか暮らして

いるからどうしても受けられる状態につながるのだと思う

が、収入・生活費といっても失業やもともと年金が国民年

金で６万円台や５万円台でいわゆる生活保護の基準内のお

金しかいただいていない等、もう少しその辺のことについ

てわかる統計はあるのか。 

○松崎福祉総務課長 そこまで個別具体の事由は私どもで

把握していないが、定期的に月に１回しごと・くらしサポ

ートステーションと定例会をさせていただいて相談状況の

報告を受けたりしているが、本当に年代も若い方から年金

を受けられている高齢者の方まで様々で、事情は就労に関

する失業であったり、あとはそもそも賃金が少ない、年金

生活が厳しいという多種多様な相談であるということは認

識しているところである。 

○橋本委員 確かに同じ収入があっても家賃が高ければ生

活困窮度は高くなるし、それが安いところやローンのない

ところで暮らしていれば低い収入でもという関係になって

いくと思う。私たち議員も似たような相談事を受ける。仕

事探しというのがあるが、70代になって、生活保護には値

しないが年金だと厳しい、仕事が今見つからないというの

でしごと・くらしサポートステーションに最後はお願いす

るしかないので行っていただくが、65歳を過ぎるとシルバ

ー人材センター以外の仕事というのはなかなか難しいと言

われてきたと、このしごと・くらししサポートステーショ

ンに行った相談者から聞いている。そうすると結局かなり

路頭に迷うという感じにならざるを得ないが、この辺の問

題について、ここで全て解決は今度また市側にもくると思

うので、その辺のところについて、ここで相談を受けても

解決は市の施策に頼るところが非常に多いと思うが、そう

いう形で数というのは今ふえているのかどうか、特に高齢

期の方の問題について何かお感じになるところがあればお

聞かせいただきたいと思う。 

○伊藤健康福祉部長 今ご指摘の点は非常に大事なところ

で、国勢調査をもとにした就業率のコホート的分析をした

ところであるが、お話しいただいたように65歳、70歳を超

えても、特に女性の方で仕事に就かれている方が非常に多

く、その背景には当然女性の社会進出というのはあると思

うが、一方ではなかなか生活が厳しい中で働かざるを得な

いような状況が見えてきたところである。しごと・くらし

サポートステーションは、私も一日そちらに伺わせていた

だいて、相談者の方と一緒に同席をさせていただいたとこ

ろであるが、先ほど松崎福祉総務課長が申し上げた様々な

相談が持ち込まれる中で、相談を一件一件伺うと、実は現

在仕事をしてないが一定程度の貯金があったり、そのほか

の関わりの中での収入があったりという中で、すぐ生活保

護にご案内するのはなかなか難しいケースもあるので、そ

このところは相談担当者の方が相談に応じながら適切な関

係機関につなげるようなことになっている。ただ、それで

全て解決するとは当然思っていないので、様々な情報を得

ながらきちんとしたところへつないでいくのがこちらのス

テーションの本旨であると思っているので、引き続きその

取り組みを進めていきたいと考えているところである。 

○橋本委員 このしごと・くらしサポートステーションが

あってすごく助かっている部分が当然あるが、実際に私自
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身も折戸委員も70代以上で働いているところである。だが、

働かざるを得ないという方たちにとって今仕事が見つから

ないことが、シルバー人材センターを超えた家賃に相当す

るような額がないと預貯金では先が見えているという方に

とっては非常に深刻な問題で、元気になって皆社会に出て

働いたり、女性の社会進出ではなく、働かないと暮らして

いけないという現状をぜひ理解してこのしごと・くらしサ

ポートステーションでいろいろ相談を受けていただくと同

時に、これから市の重要な課題として仕事の部分を考えて

いっていただかないと先ほどの自殺につながるというのも、

本当に最後はそのような気持ちになるという声を聞くので、

ぜひ今後ともよろしくお願いする。これは要望で終わる。 

○きりき委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○きりき委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 ３番、令和６年度住民税非課税世帯物価高騰支援給付

金・不足額給付金の概要と実績について、市側の説明を求

める。 

○松崎福祉総務課長 それでは、資料をご覧願う。令和６

年度住民税非課税世帯物価高騰支援給付金・不足額給付金

の概要と実績についてご説明をさせていただく。 

 まず項目１番である。こちら現在実施しているが、令和

６年度住民税非課税世帯物価高騰支援給付金３万円、また

こども加算２万円という内容である。趣旨や(2)はこれま

でも対象等説明させていただいたので割愛させていただき、

(3)の給付額対象見込み数というところをご覧願う。こち

らの１世帯当たり３万円の給付金であるが、給付自体の受

付は５月末で終了しているところである。現在再最終的な

申請者への給付に向けた事務を実施しているところである

が、支給決定者数を一番右側の表に書かせていただいてい

るが、対象見込み数１万7,248世帯のうち１万5,101世帯に

現時点で支給をさせていただいているところである。子ど

も加算については、３万円の給付金よりも受け付け期間が

まだ先であり、７月31日で終了するところであるが、現時

点で対象見込み数1,700人のところ、現在1,115人の方々に

支給を実施したところである。 

 (4)でスケジュールを記載させていただいているが、こ

ちらは２月25日から実施し、現在、先ほど申し上げたとお

り１世帯当たり３万円の給付金の申請の受け付けを終了し

ているところである。こども加算は引き続き申請の受け付

けをさせていただいており、７月31日で受け付けを終了さ

せていただき、最終的には全ての事業が８月21日には支給

終了予定ということで事務を進めさせていただいている。 

 続いて、次のページ、２番をご覧願う。低所得者支援及

び定額減税補足給付金（不足額給付金）の制度概要である。

こちらは皆様昨年定額減税並びに調整給付金が実施された

ことをご承知かと思うが、今般そちらの調整給付金にひも

づいて実施していく不足額給付になる。(2)の事業の内容

であるが、給付額を表の中に書かせていただいているが、

令和６年度の調整給付額が給付すべき額より少なかった場

合の不足額分を支給するような内容である。対象見込み者

数を１万3,610人見込んでいるところである。 

 (3)不足額給付の概要というところで「趣旨」と書かせ

ていただいているが、こちらは賃金上昇が物価高に追いつ

いていないということで昨年デフレ脱却のために一時的な

措置として行った定額減税等調整給付金の合計額が定額減

税可能額を下回った者等に対し、その差額を給付するとい

う内容である。わかりやすく言うと、昨年の所得の申告と

改めて修正申告等をされて状況変化が生じた方々、定額減

税の給付分が足りなかったり、あと調整給付額が足りなか

ったりされている方々が相当数おられるところから、その

分の内容、所得の確認をさせていただいて、足りなかった

分を補うような給付になっている。 

 ②に対象者を記載させていただいているが、そのような

方々ということで記載させていただいている。 

 ③にも給付額ということで計算式を文言で書いたものを

載せさせていただいているが、不足額給付時における調整

給付所要額から当初の調整給付時における調整給付所要額

を引いて差額分を支払うという内容で、一軒一軒その方の

ご家庭に応じて給付額が様々になってくるところである。

こちらの対象者の皆様にはできる限り市で把握できる方に

関しては、個別通知を送らせていただく。それ以外の方々

にはたま広報等で周知をさせていただき、おやと思った方

には市のほうにちょっと問い合わせをしていただくという

ような内容になってくる。 

 ④にスケジュールを書かせていただいている。現在こち

らの給付に関しては、３月の初日補正で予算計上させてい

ただき、繰り越しをさせていただいている。現在国の要綱

等が５月に入って徐々に出始めてきており、給付に向けた

準備作業を進めているところである。具体は、市民に向け

た詳細は８月20日号のたま広報等から掲載を始め、個別通

知の発送、コールセンターの開設をし、年内にはこちらの

支給を終了していく予定で考えている。説明は以上である。 

○きりき委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。

橋本委員。 
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○橋本委員 もともとこのお金は、2023年、おととしの秋

頃に４万円を皆さん厳しいからというマスコミ報道があっ

てスタートした例のもので、一定の収入のある人は去年の

夏に１万円プラス３万円で４万円という形で恩恵をもらっ

たが、ずっとずっと追っていって、今度のことについては

その額が確定してもらうまで足かけ３年目の今年、しかも

支給終了は12月となっているが、この施策がどうしてもこ

うなってしまうところに、これはまだ決まっていないが、

一部与党からは12月頃からは次の２万円支給とプラス子ど

もには２万円等いろいろな形が出されていると、自治体の

福祉総務に相当する方や課税課の人たちはこの仕事にかな

り負担を感じて追われっ放しで、本来福祉総務の方は違う

仕事を主体にすべきで、まさしく重層的なことをやってい

ただかなければいけないような感じがするが、こういう形

で国の施策による地方自治体への影響がないように、もう

少しコンパクトに地方自治体の職員さんが右往左往しなく

てもよい方法というのはないものなのか。こういうことで

追われっ放しで、どんどん何か施策が行われるたびに10万

円の後はこのお金が出て今度はまた２万円となると、その

辺を笑ってはいけないものの本当に矛盾を感じるが、もう

少しコンパクトにやってしかも住民への生活を補助する対

策につながるやり方、自治体から見て国にこうしてもらえ

ればもっと簡略できるというものはないのか。 

○伊藤健康福祉部長 委員が今ご指摘の大事なところ、も

ともと冠では「臨時」という言葉もついていたが、必ずし

も臨時ではないような状況になっている状態ということで、

今お話のあったように松崎課長以下福祉総務課は非常に苦

労しながら対応しているところだと思う。もともと低所得

者というところであるが、低所得者のほかに子どもさんの

関係等様々なところも対象者になってくるので、どこが担

当するかも含めて全庁的には今までもいろいろな話が出て

きているところであるが、一方では、一番身近な市町村が

この事業に取り組んでいかなければならないということで、

そうした意味からもやむなく福祉総務課に今までお願いし

てきているところである。お話のように国ももう少しコン

パクトなやり方、費用もいろいろかかったりするところも

あると思うので、何か別の方法をということで事あるごと

に国にお願いしているところであるが、そこが実現的には

なかなか難しいところになっているのが現状だと思ってい

る。 

○橋本委員 １点、それに呼応する人件費、まさしく課税

課長が新しい収入分がわかったら今度は福祉総務課長に伝

えてというこのシステムで何回か説明も受けているが、そ

れに呼応する人件費、つまり支給額プラスアルファ、これ

税金の使い方として本当によいのかわからないが、自治体

としてはそれを担う額が出てきているのか、システム改修

に値するだけの額が本当に出てきて自治体の持ち出し分は

ないのかどうかだけは確かめておきたいと思う。 

○松崎福祉総務課長 システム改修等、あと郵送料等の

様々な諸事務費がかかるが、事務費に関しては、国の給付

金制度については交付金ということで10分の10の対応をし

ていただいているところである。職員の人件費を見たとき

には市ということになろうかと思うが、基本的に事務費に

関しては10分の10いただいているところである。 

○きりき委員長 ほかに質疑はあるか。本間委員。 

○本間委員 説明をいただいた中にこの対象者が修正申告

をした方という話があったかと思うが、その中で、わかる

部分ではお知らせをして、わからない部分はたま広報でと

いうお話があったが、そのわからない部分というのはどう

いう方なのか。 

○松崎福祉総務課長 多摩市に１月１日現在在住されてい

て、市で税金の情報等をしっかり把握できている方は対象

像としてわかる。その中でもシステムの中で、今回この不

足額給付金は制度が少し複雑で、所得の修正だけの方もお

られれば、その所得内の様々な所得、それぞれ皆様不動産

所得だ何だといろいろな控除も絡んでくると思うが、それ

ぞれ一個ずつ見ていったときに、全部をシステムで見て変

化したものが出せるかどうかというそこも一つ課題になっ

ており、システムで対象として追える方は個別通知ができ

るということで今考えている。説明が不十分かと思うが、

一人ひとりそれぞれの修正の内容が非常に多岐にわたるの

で、全てシステムで抽出できるかどうか、個別通知で抽出

できるかどうかがわからないところがある。 

○本間委員 修正申告をしていれば当然わかると思うが、

それ以外に理由がある方がおられるだろうということなの

か。 

○松崎福祉総務課長 説明が足りていなかった。令和６年

度に他市で課税を受けている方に関しては多摩市では情報

がわからない。その方々については市で確認ができないの

で、ご本人から申し出をしていただく必要がある。 

○本間委員 そうすると、転入されてきた方の話というこ

とか。 

○松崎福祉総務課長 そのとおりである。 

○本間委員 システムや人件費ということも、マイナンバ

ーカードがしっかりと機能してもっと使えるようになって

いけば事務的な費用といったことに非常に対応していくか
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と私は思うが、所管としてはどのようにお考えか。 

○松崎福祉総務課長 そのような要素もあるかとは思う。

あとは制度の仕組みというところもあろうかと思う。 

○きりき委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○きりき委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 ４番、多摩市非課税世帯等エアコン購入費助成事業の実

施状況について、市側の説明を求める。 

○松崎福祉総務課長 それでは、資料をご覧願う。多摩市

非課税世帯等エアコン購入費助成事業の実施状況について

報告をさせていただく。 

 資料の２ページ目をご覧願う。これまでの取り組み、代

理受領事業者の登録状況を報告させていただく。当初の予

定より、これまでの取り組みとしては、通知発送時期や訪

問調査時期を１週間ないし２週間前倒しさせていただいた

ところである。そこで５月30日記者会見を実施し、朝日新

聞、タウンニュースなどに記事掲載をしていただいたとこ

ろである。６月３日に対象と思われる世帯に通知の発送を

させていただいた。５日からコールセンターを開設させて

いただいている。６月10日から訪問調査を開始し、本日も

市の職員が訪問予約いただいた世帯を回っているところで

ある。 

 ２番、代理受領事業者の登録状況である。代理受領制度

は、市内でエアコンを販売する事業者のみ登録可能とさせ

ていただいており、６月12日時点で７事業者に登録をいた

だいているところである。家電量販店や電気店、工務店、

運送会社、ガス事業者などに登録をいただいているところ

である。引き続き現在登録をしたいというような意向をい

ただいている検討中の事業者もあるので、追加登録してい

く予定である。 

 ３ページをご覧願う。実施状況①コールセンターの対応

件数である。コールセンターは土日祝日を除いて、平日９

時５時で対応させていただいているところである。６月５

日から受け付けをコールセンター対応させていただき、訪

問予約数が６月５日から入っており、６月５日の予約数33

から順次相当数の予約を受けているところである。６月12

日時点で285世帯から訪問予約を受けているところである。

また、今回コールセンターの設置をさせていただいたが、

米印でコールセンターの対応人員の増加ということで記載

させていただいたが、当初想定した以上にお電話をいただ

いたところであり、６月５日・６日、非常につながりにく

いというお声を頂戴したようなところである。そのため、

増員をして対応させていただき、今週に入って市民の皆様

方から問い合わせでつながりにくいというお声は届かなく

なってきているところである。当初想定した以上に電話を

いただいた要因としては、米印の下、真ん中のポチのとこ

ろに書かせていただいているが、本制度は2010年以前に製

造設置されたエアコンのみを保有する世帯を対象とするな

どしており、多摩市は先行事例よりも対象要件を緩和して

いる事業設計となっている。そのため多くの方々から問い

合わせをいただいたのではないかということで、このあた

り先行事例の実施状況を参考にしながら対象像を想定して

いたところで、当初の想定と少しずれがあったのではない

かと分析しているところである。 

 最終ページ、４ページ目であるが、実施状況②訪問・認

定件数、認定理由の内訳、今後のスケジュールである。 

 １番、訪問件数、認定件数である。こちらはまだ短期間

の５月27日～６月12日ということで記載をさせていただい

ている。５月の27・28日は事務局職員によるプレ訪問を実

施した件数であり、３世帯先行してプレ訪問を実施させて

いただき、本実施に向けた対応を進めたところである。６

月10日～12日の本実施の３日間は、29世帯を訪問させてい

ただき、現時点で認定件数は26世帯となっているところで

ある。６月12日時点である。今週６月16日からは、１日最

大訪問件数を15件に拡大して対応を進めているところであ

る。 

 ２番の認定理由の内訳であるが、エアコンが未設置の世

帯が６件あった。製造から15年経過したアエコンのみが18

ケース、故障したエアコンが２件で、一番多くなっている

のは製造から15年経過したエアコンのみというような状況

になっている。 

 ３番、今後のスケジュールである。コールセンターの訪

問受け付けは９月16日火曜日で終了する。市職員による訪

問調査は９月末まで、エアコン購入の設置期限は10月末ま

で、申請期限は11月28日までというところで進めていきた

いと思う。説明は以上である。 

○きりき委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。

橋本委員。 

○橋本委員 予約件数が285ということで、全てが認めら

れるとは限らないと思うが、予算は300件分である。そう

すると、この夏訪問しているうちに認定される数が300を

超えたら、そのときの予算対応はどうなるのか。 

○松崎福祉総務課長 現在財政部門とも相談をしており、

まず実績を確認しながら今後は補正等何かしらの対応が必

要ではないかということで検討しているところである。 
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○橋本委員 私も他市等いろいろなところから、対応する

中での数はマックス300で大体入るのではないかという最

初のご説明を受けて、そのようなものかと思っていたが、

意外と古いものをずっと使っていて、電力はかかるし、

時々うなったりするし、実際に聞いているとそういうのが

多いということがこの僅かな数の中にも多いので、電気代

が非常にもったいない、15年前のエアコンなどというと、

払うお金が高くなってしまって使うのをやめてしまうとい

う悪循環になるので、ぜひこういうのをやっていただきた

いと思う。それで、もし15年は経過していないが、私の知

り合いの方で、生活困窮で引っ越さざるを得なくて、引っ

越すと、エアコンはガスのこと等で動かすと一番よくない、

だが買うお金がないので結局無理して動かしているという

方、これから認定を受けるかどうかまだ私も聞いていない

のでわからないが、そういう製造から15年経過したエアコ

ンと、それが12年であっても急速に低下してもうエアコン

として20何度とかと言われていたが、冷房効果が正確には

25度を下回らないのは故障とみなすのか、動いていても28

度までしか落ちない等、この辺の温度設計にも基準はある

のか。 

○松崎福祉総務課長 故障の部分をどのように判断するか

であるが、私たち市の職員は専門職ではないので、まずは

基本的なところとして電源が入るかどうか、リモコンを含

めて室外機・室内機の確認をさせていただいている。今言

われた冷風が出るかどうかというところは、室内・室外の

温度差10度ぐらいを見て、実際に冷風が出ているかどうか

というので温度が測れる機械を使用して確認をさせていた

だいている。送風だけで本当に冷風が出ていないような場

合もあるかと思うので、そのように確認をさせていただい

ている。 

○橋本委員 最後に、これ冷やすことだけが地球沸騰化と

いう中では視点が当てられるが、エアコンを冬の暖房に使

っておられるご家庭も、当然一個しかないから冷暖房に使

うが、暖房の効きが本当に悪いというのは故障に値しない

のかどうか。 

○松崎福祉総務課長 現在暑い夏場のエアコンということ

で冷風機能を備えているかを見させていただいているので、

そもそも暖房の部分の確認は現状していない。したがって、

今冷風が出るかどうかで故障しているかどうかの判断をさ

せていただいている。 

○きりき委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○きりき委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 ５番、令和６年度の生活保護相談・申請状況等について、

市側の説明を求める。 

○関生活福祉課長 それでは、協議会資料５をご覧願う。

令和６年度の生活保護相談・申請状況等について説明させ

ていただく。 

 まず初めに、相談・申請数である。まず相談数であるが、

令和６年度は合計で803件あった。こちらは令和２年度～

５年度と比べると僅かながら減少しているところではある

が、コロナ禍以前の平成31年度の631件と比べると、依然

として多い状況である。同様に右側の申請数も、令和６年

度は249件で、令和５年度、令和４年度よりは件数が少な

いところではあるが、平成31年度と比べると依然として多

い状況である。 

 次のページ、被保護世帯、人員、保護率の推移で、保護

世帯数についてはコロナ禍以降高止まりが続いている状況

である。直近では３月の段階で2,039世帯で、大体2,000世

帯は超えていて、2,030世帯～2,040世帯ぐらいとずっと高

止まりの状況が続いているような状況である。保護人員も

令和４年からずっとふえてはいたが、令和６年度以降は人

数としては少しずつ減ってきているような状況である。 

 続いて、東京26市保護率比較で、表をご覧いただければ

と思うが、多摩市は真ん中のところにいて17.2パーミルで

ある。昨年度は17.3パーミルであったので、0.1ポイント

下がっている状況である。 

 続いて、世帯類型別世帯数の推移で、こちらについても

生活保護世帯の半数弱であるが、そこを占めている高齢者

世帯、また少し見づらくて申しわけないがその他世帯、障

がい者世帯というところが少しずつふえているような状況

である。 

 最後、申請世帯数・廃止世帯数・葬祭扶助件数で、これ

は折れ線グラフで出しているが、申請の世帯数は引き続き

多いような状況、廃止件数も少しずつふえているような状

況である。それと合わさって葬祭扶助の件数もふえてきて

いる状況ではある。説明は以上である。 

○きりき委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○きりき委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 ６番、老人福祉センター事業「多摩市総合福祉センター

送迎バス」運行内容変更の周知について、市側の説明を求

める。 

○五味田高齢支援課長 老人福祉センター事業の多摩市総
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合福祉センター送迎バス運行内容変更の周知についてご報

告させていただく。資料は、説明文１枚と別紙ということ

で１～５をつけており、６種類上げているのでよろしくお

願いする。 

 まず１枚目の説明文であるが、経過としては、令和７年

３月の健康福祉常任委員会で送迎バスの運行内容を変更し

ていくということでご報告させていただいたところである

が、詳細な時刻表やルートが決まったのでご報告する。 

 ２番の周知内容であるが、第１弾としては、令和７年４

月１日から５月15日までの期間について別紙１の配布先に

別紙２のポスターを配布するということでお知らせした。

第２弾ということで、５月15日以降別紙３の配布先に別紙

４の時刻表と別紙５のポスターを配布しているところにな

る。別紙４をご覧いただくと、別紙４に時刻表が載ってい

る。この中の停車するバス停であるが、駅間のコースを基

本とし、その間の３つのバス停に止まるルートで考えてい

る。停車するバス停については、別紙４の裏面、多摩市の

地図が載っているところにルートが書いてある。１番が聖

蹟桜ヶ丘駅、２番が新大栗橋、３番が永山駅、４番が愛宕

４丁目、５番が多摩センター駅、６番が落合３丁目、そし

て総合福祉センターに到着するというルートになっている。

帰りはこの逆を走行することにしている。 

 １枚目の資料に戻っていただいて、このポスター掲示や

配布などのほか、総合福祉センターだよりの６月号とたま

広報の５月20日号、多摩市公式ホームページ、指定管理者

のホームページなどに、運行内容の変更と時刻表を記載し

てお知らせしている。 

 ３番目に、市民からの問い合わせであるが、４月からこ

ういった形で周知しているが、これまでに市民からの問い

合わせにはどのようなものがあったかということで載せて

いる。本日までであるが、11件ほど問い合わせをいただい

ており、内容としては、自分が今まで利用していたバス停

には泊まるのか、運行時間はどのように変わるのか、自分

が乗っているバス停の新しい時間が知りたい、永山駅のバ

ス停はどこから乗るのか、このバスは無料なのかといった

運行内容に関するものがお問い合わせとしては多く聞かれ

ている。これについては、運行内容について丁寧に説明さ

せていただいているところである。 

 今後の予定であるが、令和７年７月１日から新規のルー

トで運行を開始する予定にしている。このルートで令和10

年３月31日、令和９年度末まで同じルートで運行する予定

にしている。なお、②であるが、新しいルートになったら

利用状況調査を改めて行いたいと思っており、内容につい

ては検討中であるが、その調査をもとに、③であるが令和

10年度以降の送迎バスのあり方について検討して決定して

いきたいと考えている。したがって、令和８年度末までに

は決定し、令和９年度にはどのような方向にするのか周知

をしていきたいと考えている。説明は以上になる。 

○きりき委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。

橋本委員。 

○橋本委員 もともとこれは健康福祉常任委員会の所管で

あるが、生活環境常任委員会にいたときに私たち地域公共

交通でも参考にさせていただくということで、全員で乗車

した。そのときには豊ヶ丘や貝取をぐるぐる回って１時間

くらいかけて到達するというコースを体験したが、一定数

の方は貝取等で待っておられた。先ほどのような反応があ

ったということで何とか納得をいただいているという感じ

もしなくはないが、今後７月１日から実際に始まった時に

皆さんが待っていても来ないということが起きかねない。

それぞれ数名ずつグループになって貝取何丁目、落合何丁

目に立って８時頃に待っているわけであるが、この辺につ

いて７月１日から数日の間どう対応するのかをまず聞きた

いと思う。 

○五味田高齢支援課長 今のところお問い合わせは穏やか

な電話が多く「なくすな」と言われることはないが、確か

に７月１日にどうなるのか、暑い中待っているのに来ない

という電話が来るのではないかと私も心配しているところ

である。そちらについては私どもも心配し、バス会社も心

配しているので、もう少し詰めていき、事前にきちんと周

知ができるよう準備していきたいと考えている。 

○橋本委員 あそこでケアをしてくださる乗務員の方がい

るので、通らなくなるところから乗られる方には、まさし

くここの何ページ目かにある、ルートの変更と新しい時刻

表をしっかり渡して駅前にまで行ってもらわなければ通ら

ないと言うのは少し酷であるが、それが実際に一番雨の中

で待っている人等をなくす方法だと思うので、その辺を徹

底していただきたい。それから、もともと空気を運んでい

るから無駄であるというような発言をする議場での声もあ

ったのでこういうことを考えられたのだと思うが、これに

よって運行に使うバスの台数や委託費用にはどのような変

化があるのか。今年度は途中からであるから予算を見ると

激減しているわけではなく年度当初から始まっているが、

次年度フルにこういう体制になったら、今年度とどのよう

に変わっていくのかお答え願う。 

○五味田高齢支援課長 まず今回の変更の大きな理由とし

ては運転士不足が大きかったので、ミニバスも減便してい
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る中で老人福祉センターの送迎バスだけそのまま継続とい

うわけにいかない現状があった。本数は、今まで13便運行

していたものを６便に変更するという内容になっている。

駅間を基本として６便になる。委託料については、令和６

年度までの契約は５年間で契約しており、２億円ぐらいか

かっていたものが、今回３年契約としており、３年間で１

億1,296万8,295円となっている。３年間のうち今年は確か

に４月から６月までは同じ内容で運行するので少し料金が

高めで、今年は4,087万8,450円。令和８年度については

3,080万円、令和９年度は3,102万円で、これに消費税を掛

けるという形になっている。令和８年度と令和９年度の若

干の違いは運行日数の違いで、令和８年度と令和９年度は

１年間同じ内容となっている。 

○橋本委員 冷たく切るというだけではなく、事情の発端

は地域公共交通のもとの問題になっている運転士不足もあ

るのでなかなか悩ましいことだと思うが、これから私たち

重層的支援を考えるときも、出かけていただくことが一つ

の目的で細かく回ったというのもあるので、その辺のとこ

ろは状況を見て、本当に地域の方の総合福祉センターを利

用していただく人数が減ってしまったら、本来の目的から

かなり離れていってしまうと思う。その辺経過を追ってま

たこの委員会等でもお知らせがあると思うので、ぜひよろ

しくお願いする。 

○きりき委員長 ほかに質疑はあるか。本間委員。 

○本間委員 金額の確認をしたいが、６年間で２億円で、

３年間で１億円ぐらいという話であるが、結局その便数を

減らして停まるところを減らしたが年間の金額はそれほど

変わらないということでよろしいか。 

○五味田高齢支援課長 令和６年度までの契約は５年間で

２億円と少しだった。今回３年間で１億1,200万円という

形である。確かに年間の支払金額はそれほど変わっていな

いのが現状であるが、この検討に入るときに、令和６年度

までと同じようにこの先令和７年度から５年間契約したと

きには２億円の倍ぐらいかかると言われた。それはやはり

運転士の人件費の高騰、物価高騰による燃料費の高騰によ

るものだというところもあった。年間に支払う金額はそれ

ほど変わらないが、それを見越して今回一応３年間で計画

した。 

○きりき委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○きりき委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 ７番、内閣府ＳＩＰ 令和７年度前半の取り組みについ

て、市側の説明を求める。 

○堀健幸まちづくり担当部長 サイドブックス協議会７、

内閣府ＳＩＰ令和７年度前半の取り組みについてという資

料をご覧いただければと思う。冒頭の６ページまでについ

ては以前もご紹介しているが、包摂的コミュニティプラッ

トフォームの構築の体制についての記載になっているので、

本日のご説明は割愛させていただく。 

 お手数であるが、７ページをご覧いただければと思う。

今取り組んでいるＳＩＰは令和５年度から始まっており、

現在３年目となっている。もともと５年間の計画で動いて

いるものとなっている。今年度、令和７年のところである

が、サービスの実証とか、たま広報など地域情報と声かけ

ロボットの連携などを行っていく予定となっている。 

 続いて、11ページをご覧いただければと思う。こちらも

これまでもご紹介しているところではあるが、今回の自動

走行モビリティサービスについては、近隣のスタッフが常

駐するモビリティステーションからご自宅まで無人でのお

迎え、目的地まで行き、目的地での要件が終わったら改め

てモビリティが無人で迎えに来てご自宅までお送りするよ

うなサービスと考えられている。 

 続いて、13ページをご覧いただければと思う。こちらが

今年度前半の取り組みのご紹介となっている。まず１つ目

の取り組みは、移動についての不安や課題についての市民

ワークショップとなる。 

 14ページをご覧いただければと思うが、こちらは既に先

日６月４日に諏訪地区市民ホールと豊ヶ丘地区市民ホール

で実施している。いずれも10人前後の方がご参加されてお

り、お住まいの地域の地図を見ながら、筑波大学をはじめ

とする大学生と多世代でお話を楽しみつつ、地域での生活

における移動についてのご意見をいただいた。その中では

モビリティや声かけロボットについての率直なご意見もい

ただいている。例えば実物をご覧いただいた方はわかるか

と思うが、現在のモビリティは座るところや手すりのとこ

ろが少し角張っていたりするので、こういったところを例

えば流線形にしてもらえないか、２人乗る場合に前に座る

方の場合は座ったところの前に手すりなどが今ない状態で

あるので、少し怖いのでそういったものをつけたらどうか

といったようなご意見が出てきた。 

 ２つ目は、15ページになるが、貝取・豊ヶ丘商店会周辺

の店舗様や地域団体の幾つかにご協力いただき、先ほどの

市民ワークショップは実際にご自身が目的地に行くために

乗る場合にどうかというお話であったが、こちらは例えば

ご自身の店舗や団体のところにご自身のお客さんがこのモ
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ビリティに乗ってくる場合にどうかというような観点で、

この自動走行モビリティサービスについてのご意見をいた

だくことを考えられているということである。これは７月

に実施予定となっている。実際には歯科医院などがご協力

いただけると聞いている。 

 ３つ目は、16ページ、17ページになるが、７月後半から

８月前半の２日間、まだ日程は決まっていないが、前回２

月に永山でやったように、今回貝取・豊ヶ丘商店会周辺で

の技術実証ということで、実際に自動走行のモビリティを

走らせる予定である。永山とは遊歩道についての環境が少

し異なり、スロープや根上がりなどがある場所でも走行で

きるか確認する予定である。 

 17ページに、現時点でのルート案を載せている。基本的

にはこの黄色い遊歩道のルートになるが、貝取の郵便局あ

たりから医者村橋を渡ってスロープを下り、豊ヶ丘複合施

設のあたりまでの走行を予定している。また、まだ調整中

であるが、赤い線と青い線の部分、団地内通路や車道わき

の歩道についても走行可能かの技術実証を行なえればとい

うことで現在検討しているところである。なお、今年度後

半についてはまた検討が進んだらご報告できればと思うが、

全体にいろいろな自動走行のモビリティを実際に使ってみ

るようなサービス実証ができればと考えていると聞いてい

る。ご説明は以上となる。 

○きりき委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。

中島委員。 

○中島委員 安全対策及び注意事項の点で「雨対応につい

て警察と協議し」とあるが、今日も暑いが高齢者や障がい

のある方の暑さ対策について何かお考えがあればお聞きし

たいと思う。 

○堀健幸まちづくり担当部長 暑さ対策については、現在

こちらもＳＩＰ側と調整中であるが、まず実施時間につい

てはできれば朝早めの時間帯もしくは夕方少し涼しくなる

ような時間帯に実施できないか、今調整している。併せて、

雨対応の際にひさしを上につけることを多分検討されてい

ると思うが、暑さ対策としてもひさしが使えるのではない

かと考えている。こちらは警察との協議次第ではあるが、

そういった観点での準備もできるかと考えている。そのほ

か、昨日総務常任委員会でもご意見があったが、お集まり

いただいた皆様にご説明する際などに近隣の屋内施設での

ご説明ができないかというご意見をいただいているので、

こちらもそういった方向でできないか調整したいと思って

いる。 

○きりき委員長 ほかに質疑はあるか。折戸委員。 

○折戸委員 買物のために乗車した場合、その買った物が

きちんと置けるだけのスペースはあるのか。実物を見てい

ないからわからないが、その点はどうなのか。 

○堀健幸まちづくり担当部長 １名で乗る際は、前後に椅

子が２つある状態になっているので、ご本人は後ろに乗っ

ていただき、前のところに附属の籠を載せて、そこに入れ

ていただくような形で一定の荷物は運べるのではないかと

思う。 

○折戸委員 ２人乗れるのか。２人乗っても籠が２つある

ということなのか。 

○堀健幸まちづくり担当部長 一応２人乗る場合は、荷物

は多分ご自身の膝の上に載せていただくような形になると

思う。１人で乗る場合だと前に置くことができると思うし、

２人で乗られる場合は、重量的に支障はないが、ご自身の

膝の上に乗るサイズであれば、多分載せられるのではない

かと思う。 

○きりき委員長 ほかに質疑はあるか。橋本委員。 

○橋本委員 雨と暑さのことを一番気にしていたので、先

ほど同じことを聞いていただいたが、これから豊ヶ丘も遊

歩道を走ったりすると思う。永山でもなされ、私は見てい

るのでわかるが、あれがマッチしないような例えば根上が

りのところをチェックしたら今度は早急に都市整備部と調

整して直してもらう、そこまできちんとつながっていくよ

うな状況になっているのかどうか。 

○宍戸道路交通課長 遊歩道の根上がりについては、ふだ

んもそうであるが、市民の方からいろいろ情報をいただい

て現地を見た中で、あまりにもひどいような場合はやらせ

ていただくところである。今回も、実証実験をした中でい

ろいろお声掛けや情報共有があれば、現状を確認した上で

判断させていただきたいと思っている。 

○橋本委員 あれに乗った方はわかると思うが、これから

もっと改善されてシート等も良くなるとは思うものの、お

尻にかなり刺激がある。だから、根上がりのちょっとした

部分でも感じてしまうので、歩道の改修も併せてやっても

らわないと少し怖いという声があった。ぜひこれは健康福

祉部と企画政策部、都市整備部が共同してやっていってい

ただきたいということだけ申し上げておく。 

○きりき委員長 ほかに質疑はあるか。本間委員。 

○本間委員 こちらは以前、裏庭で乗せさせていただいて、

あまり安定しないところはきっとこれから改良していただ

けるかと思うが、高齢者の方は腹筋もないし手の力もない

し、シートベルトのようなものがないと落ちてしまう可能

性が非常に高いと感じたので、その辺はしっかりやってい
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ただきたいと思っている。家から目的地まで連れていって

いただけるのは非常にありがたいことなので進めていただ

きたいと思うが、これはやはり道路状況がかなりよいニュ

ータウン側に適用されるかと思う。既存地域では歩道自体

が車椅子も通れないようなところが非常に多く、こういっ

たものを使いたいという方に対して何か今考えられること

はあるのか。 

○堀健幸まちづくり担当部長 まずは実験段階というか、

その実証に向けてどのようにしていくかという段階である

ので、ニュータウン地域が６割を占める多摩市ということ

でまずはニュータウン地域での実用を目指したいと思って

いるが、今ご指摘いただいたように既存地域での活用につ

いても検討されないのかというお声はいただいている。既

存地域については、実際に言われたような道の問題もある

と思うし、横断歩道の対策などもいろいろ発生していくの

で、別途そちらへの技術的な対応もしつつ、歩道の幅につ

いて国土交通省からも何か基準が出ていると思うが、そう

いったことも踏まえて内部でも調整しながら進めていきた

いと思う。少し時間はかかると思うが、除外しているわけ

ではないので検討をしていければと思う。 

○本間委員 ぜひしっかりと並行して考えていただければ

と思うので、よろしくお願いする。 

○きりき委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○きりき委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、８番、常任委員会の２年間のテーマについての件

に入る。 

 このことについて、前期議会運営委員会からの申し送り

事項として、①常任委員会の２年間のテーマを設定するこ

と、各常任委員会の判断で、②２年間のテーマは所管事務

調査に位置づけること、③最終的な成果を政策提案に結び

つけることが望ましいこと、以上の方針を継続することが

６月３日の議会運営委員会で確認されている。したがって、

まずは２年間のテーマをどうするか協議し、合意すれば今

回テーマを確認、合意できなければいつ頃決めるかを協議

したいと思う。 

 次に、２年間のテーマが決まったら、そのテーマを所管

事務調査に位置づけるかについて協議したいと思う。 

 なお、本委員会では、前期委員会からの申し送り事項と

して、民生委員の空白地区の解消策について調査研究を進

めることが挙げられていることをご報告する。こちらは、

今後可能であれば検討したいと思う。 

 それでは、協議会を休憩して意見交換を行いたいと思う。 

 この際、協議会を暫時休憩する。 

午前11時39分休憩 

             －          

午前11時41分再開 

○きりき委員長 休憩前に引き続き協議会を再開する。 

 それでは、委員の皆さんの意見を踏まえ、テーマは、重

層的支援体制の整備について。目的は、社会のあり方が変

わり、それに伴って市民生活も変化する中で、既存の制度

では支援の届けられない複雑化・複合化する課題や制度の

はざまにあるケースにも対応していくため、令和２年、社

会福祉法改正で創設された重層的支援体制事業の整備状況

や今後の課題について調査研究するとすることでよろしい

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○きりき委員長 では、そのようにさせていただく。 

 次に、所管事務調査に位置づけるかどうかであるが、９

月の常任委員会で改めて協議することでよろしいか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○きりき委員長 では、そのようにさせていただく。 

 次、９番、行政視察についての件に入る。 

 今年度の健康福祉常任委員会の行政視察の実施について

協議したいと思う。まず視察の実施の有無について確認し、

実施する場合には、日程、目的や内容、候補地などを協議

したいと思う。 

 この際、協議会を暫時休憩する。 

午前11時42分休憩 

             －          

午前11時43分再開 

○きりき委員長 休憩前に引き続き協議会を再開する。 

 それでは、委員の皆さんの意見を踏まえ、視察の日程に

ついては、希望日として10月６日から９日まで、または10

月14日から16日までの間を予定したいと思う。視察地が決

定するまでの間、各委員のご予定は空けていただくようお

願いする。 

 また、視察の候補地については、先日の事前協議のとお

り愛知県稲沢市、愛知県豊川市、愛知県長久手市としたい

と思う。今後事務局が先方と調整し、日程や視察地などを

各委員に連絡し、必要があれば再度協議するということで

よろしいか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○きりき委員長 では、そのようにさせていただく。 

 以上で協議会を終了する。 
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（協議会終了） 

   ―――――――――――――――――――― 

午前11時44分再開 

○きりき委員長 休憩前に引き続き会議を開く。 

 委員会を再開する。 

 以上で本日の日程は全て終了した。 

 これをもって健康福祉常任委員会を閉会する。 

午前11時44分閉会 
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